
第１５号議案 

 

   東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和３年２月１２日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の改正

に伴い、営業許可を要する業種を改める等のため提出します。 



   東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区手数料条例（平成１２年３月台東区条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第２の２保健衛生の部６の項から３９の項までを次のよう

に改める。 

６ 食品衛生法（昭和２２年法

律第２３３号）第５５条第

１項及び食品衛生法施行令

（昭和２８年政令第２２９

号）第３５条の規定に基づ

く飲食店営業の許可の申請

に対する審査（卸売市場法

（昭和４６年法律第３５

号）に規定する卸売市場

（花きの卸売のために開設

されるものを除く。以下

「卸売市場」という。）内

の営業を除く。） 

飲食店営業

許可申請手

数料 

１ 飲食店（移動飲食

店又は臨時飲食店を

除く。）営業 １８,

３００円 

２ 移動飲食店営業又

は臨時飲食店営業 

５,６００円 

許可申請

のとき。 

飲食店営業

許可更新申

請手数料 

１ 飲食店（移動飲食

店又は臨時飲食店を

除く。）営業 ８,９

００円 

２ 移動飲食店営業又

は臨時飲食店営業 

２,７００円 

更新申請

のとき。 

７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく調理の

機能を有する自動販売機に

より食品を調理し、調理さ

れた食品を販売する営業の

許可の申請に対する審査

（卸売市場内の営業を除

く。） 

調理の機能

を有する自

動販売機に

より食品を

調理し、調

理された食

品を販売す

る営業許可

申請手数料 

７，２００円 許可申請

のとき。 



調理の機能

を有する自

動販売機に

より食品を

調理し、調

理された食

品を販売す

る営業許可

更新申請手

数料 

５，１００円 更新申請

のとき。 

８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食肉販

売業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

食肉販売業

許可申請手

数料 

１１,５００円 許可申請

のとき。 

食肉販売業

許可更新申

請手数料 

５,７００円 更新申請

のとき。 

９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく魚介類

販売業の許可の申請に対す

る審査（卸売市場内の営業

を除く。） 

魚介類販売

業許可申請

手数料 

１１,５００円 許可申請

のとき。 

魚介類販売

業許可更新

申請手数料 

５,７００円 更新申請

のとき。 

１０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく魚介類

競り売り営業の許可の申請

に対する審査（卸売市場内

の営業を除く。） 

魚介類競り

売り営業許

可申請手数

料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

魚介類競り

売り営業許

可更新申請

手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく集乳業

集乳業許可

申請手数料 

１１,５００円 許可申請

のとき。 

集乳業許可 ５,７００円 更新申請



の許可の申請に対する審査

（卸売市場内の営業を除

く。） 

更新申請手

数料 

のとき。 

１２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく乳処理

業の許可の申請に対する審

査（卸売市場内の営業を除

く。） 

乳処理業許

可申請手数

料 

２５,２００円 

 

許可申請

のとき。 

乳処理業許

可更新申請

手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく特別牛

乳搾取処理業の許可の申請

に対する審査（卸売市場内

の営業を除く。） 

特別牛乳搾

取処理業許

可申請手数

料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

特別牛乳搾

取処理業許

可更新申請

手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食肉処

理業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

食肉処理業

許可申請手

数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

食肉処理業

許可更新申

請手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食品の

放射線照射業の許可の申請

に対する審査（卸売市場内

の営業を除く。） 

食品の放射

線照射業許

可申請手数

料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

食品の放射

線照射業許

可更新申請

手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

菓子製造業

許可申請手

１６,８００円 許可申請

のとき。 



５条の規定に基づく菓子製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

数料 

菓子製造業

許可更新申

請手数料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

１７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づくアイス

クリーム類製造業の許可の

申請に対する審査（卸売市

場内の営業を除く。） 

アイスクリ

ーム類製造

業許可申請

手数料 

１６,８００円 許可申請

のとき。 

アイスクリ

ーム類製造

業許可更新

申請手数料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

１８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく乳製品

製造業の許可の申請に対す

る審査（卸売市場内の営業

を除く。） 

乳製品製造

業許可申請

手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

乳製品製造

業許可更新

申請手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

１９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく清涼飲

料水製造業の許可の申請に

対する審査（卸売市場内の

営業を除く。） 

清涼飲料水

製造業許可

申請手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

清涼飲料水

製造業許可

更新申請手

数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

２０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食肉製

品製造業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

食肉製品製

造業許可申

請手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

食肉製品製

造業許可更

新申請手数

料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

２１ 食品衛生法第５５条第１項 水産製品製 １９,２００円 許可申請



及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく水産製

品製造業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

造業許可申

請手数料 

のとき。 

水産製品製

造業許可更

新申請手数

料 

９,６００円 更新申請

のとき。 

２２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく氷雪製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

氷雪製造業

許可申請手

数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

氷雪製造業

許可更新申

請手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

２３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく液卵製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

液卵製造業

許可申請手

数料 

１３,２００円 許可申請

のとき。 

液卵製造業

許可更新申

請手数料 

７,８００円 更新申請

のとき。 

２４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食用油

脂製造業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

食用油脂製

造業許可申

請手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

食用油脂製

造業許可更

新申請手数

料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

２５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づくみそ又

はしょうゆ製造業の許可の

申請に対する審査（卸売市

場内の営業を除く。） 

みそ又はし

ょうゆ製造

業許可申請

手数料 

１９,２００円 許可申請

のとき。 

みそ又はし

ょうゆ製造

業許可更新

申請手数料 

９,６００円 更新申請

のとき。 



２６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく酒類製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

酒類製造業

許可申請手

数料 

１９,２００円 許可申請

のとき。 

酒類製造業

許可更新申

請手数料 

９,６００円 更新申請

のとき。 

２７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく豆腐製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

豆腐製造業

許可申請手

数料 

１６,８００円 許可申請

のとき。 

豆腐製造業

許可更新申

請手数料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

２８ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく納豆製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

納豆製造業

許可申請手

数料 

１６,８００円 許可申請

のとき。 

納豆製造業

許可更新申

請手数料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

２９ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく麺類製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

麺類製造業

許可申請手

数料 

１６,８００円 許可申請

のとき。 

麺類製造業

許可更新申

請手数料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

３０ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づくそうざ

い製造業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

そうざい製

造業許可申

請手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

そうざい製

造業許可更

新申請手数

料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

３１ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

複合型そう

ざい製造業

３５,２００円 許可申請

のとき。 



５条の規定に基づく複合型

そうざい製造業の許可の申

請に対する審査（卸売市場

内の営業を除く。） 

許可申請手

数料 

複合型そう

ざい製造業

許可更新申

請手数料 

２３,３００円 更新申請

のとき。 

３２ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく冷凍食

品製造業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

冷凍食品製

造業許可申

請手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

冷凍食品製

造業許可更

新申請手数

料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

３３ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく複合型

冷凍食品製造業の許可の申

請に対する審査（卸売市場

内の営業を除く。） 

複合型冷凍

食品製造業

許可申請手

数料 

３５,２００円 許可申請

のとき。 

複合型冷凍

食品製造業

許可更新申

請手数料 

２３,３００円 更新申請

のとき。 

３４ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく漬物製

造業の許可の申請に対する

審査（卸売市場内の営業を

除く。） 

漬物製造業

許可申請手

数料 

１３,２００円 許可申請

のとき。 

漬物製造業

許可更新申

請手数料 

７,８００円 更新申請

のとき。 

３５ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく密封包

装食品製造業の許可の申請

に対する審査（卸売市場内

の営業を除く。） 

密封包装食

品製造業許

可申請手数

料 

１９,２００円 許可申請

のとき。 

密封包装食

品製造業許

９,６００円 更新申請

のとき。 



可更新申請

手数料 

３６ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく食品の

小分け業の許可の申請に対

する審査（卸売市場内の営

業を除く。） 

食品の小分

け業許可申

請手数料 

１６,８００円 許可申請

のとき。 

食品の小分

け業許可更

新申請手数

料 

８,４００円 更新申請

のとき。 

３７ 食品衛生法第５５条第１項

及び食品衛生法施行令第３

５条の規定に基づく添加物

製造業の許可の申請に対す

る審査（卸売市場内の営業

を除く。） 

添加物製造

業許可申請

手数料 

２５,２００円 許可申請

のとき。 

添加物製造

業許可更新

申請手数料 

１２,６００円 更新申請

のとき。 

３８ 削除 

３９ 削除 

 別表第２の２保健衛生の部４９の項を次のように改める。 

４９ 削除 

 別表第２の２保健衛生の部４９の２の項から４９の４の項まで

を削り、同部第６０の項事務の欄中「第１２条第２項」を「第１

２条第４項」に改め、同部６２の項事務の欄中「第１３条第３

項」を「第１３条第４項」に改め、同部６４の項事務の欄中「第

１４条第９項」を「第１４条第１５項」に改め、同部第６６の３

の項事務の欄中「第３９条第４項」を「第３９条第６項」に改め、

同部第６６の４の項事務の欄中「第１条の５第１項」を「第２条

の３第１項」に改め、同部第６６の５の項事務の欄中「第１条の

６第１項」を「第２条の４第１項」に改め、同表の４建築の部５

５の項額の欄中 



「 

を 

」 

に、 

」 

を 

「 

」 

「 

「 

」 

を 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２,

０００平方メートル以内のもの ２６,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ８０,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの １２６,０００円 

ホ  当該部分の床面積の合計が１０ ,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  １６０,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ２００,０００円 

 

 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、２ ,０００平

方メートル以内のもの ２６,０００円 

(３ )  建築物の延べ面積が２ ,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ８０,０００円 

(４ )  建築物の延べ面積が５ ,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの １２６,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの １６０,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの 

２００,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、１ ,０００平

方メートル以内のもの １６,０００円 

(３ )  建築物の延べ面積が１ ,０００平方メートルを超え、２ ,００

０平方メートル以内のもの ２６,０００円 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１ ,

０００平方メートル以内のもの １６,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの ２６,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ８０,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの １２６,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  １６０,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ２００,０００円 



「 

」 

に、 

「 

」 
を 

「 

」 
に、 

(４ )  建築物の延べ面積が２ ,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ８０,０００円 

(５ )  建築物の延べ面積が５ ,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの １２６,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの １６０,０００円 

(７ )  建築物の延べ面積が２５ ,０００平方メートルを超えるもの  

２００,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２ ,

０００平方メートル以内のもの １８０,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ２８０,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ３５９,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ４２９,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ５００,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１,

０００平方メートル以内のもの １３８,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの １８０,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ２８０,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ３５９,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ４２９,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ５００,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２ ,

０００平方メートル以内のもの ３８４,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ５４６,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ６７０,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ７８９,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え



」

「  

」 
を 

「 

」 
に、 

「 

」 
を 

「 

に改め、同部５６の項額の欄中 

 

「  

るもの ９００,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１ ,

０００平方メートル以内のもの ３００,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの ３８４,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ５４６,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ６７０,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ７８９,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ９００,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、２ ,０００平

方メートル以内のもの ３８４,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ５４６,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの ６７０,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの ７８９,０００円 

(６ )  建築物の延べ面積が２５ ,０００平方メートルを超えるもの 

９００,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、１ ,０００平

方メートル以内のもの ３００,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が１,０００平方メートルを超え、２ ,００

０平方メートル以内のもの ３８４,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ５４６,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの ６７０,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５,

０００平方メートル以内のもの ７８９,０００円 

(７) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの  

９００,０００円 
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ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２ ,

０００平方メートル以内のもの １８,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ５６,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ８８,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  １１２,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの １４０,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１ ,

０００平方メートル以内のもの １１,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの １８,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ５６,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ８８,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  １１２,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの １４０,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、２ ,０００平

方メートル以内のもの １８,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ５６,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの ８８,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの １１２,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの  

１４０,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、１ ,０００平

方メートル以内のもの １１,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が１,０００平方メートルを超え、２ ,００

０平方メートル以内のもの １８,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ５６,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０
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００平方メートル以内のもの ８８,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの １１２,０００円 

(７) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの  

１４０,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２ ,

０００平方メートル以内のもの ９６,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの １５６,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ２０５,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ２４７,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ２９０,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１ ,

０００平方メートル以内のもの ７２,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの ９６,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの １５６,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ２０５,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ２４７,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ２９０,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、２ ,

０００平方メートル以内のもの １９８,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ２９０,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ３６１,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの ４２７,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ４９１,０００円 
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ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え、１ ,

０００平方メートル以内のもの １５４,０００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートルを超え、

２,０００平方メートル以内のもの １９８,０００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートルを超え、

５,０００平方メートル以内のもの ２９０,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートルを超え、

１０,０００平方メートル以内のもの ３６１,０００円 

へ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートルを超

え、２５,０００平方メートル以内のもの  ４２７,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートルを超え

るもの ４９１,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、２ ,０００平

方メートル以内のもの １９８,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ２９０,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの ３６１,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの ４２７,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの  

４９１,０００円 

 

 

(２) 建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え、１ ,０００平

方メートル以内のもの １５４,０００円 

(３) 建築物の延べ面積が１,０００平方メートルを超え、２ ,００

０平方メートル以内のもの １９８,０００円 

(４) 建築物の延べ面積が２,０００平方メートルを超え、５ ,００

０平方メートル以内のもの ２９０,０００円 

(５) 建築物の延べ面積が５,０００平方メートルを超え、１０ ,０

００平方メートル以内のもの ３６１,０００円 

(６) 建築物の延べ面積が１０,０００平方メートルを超え、２５ ,

０００平方メートル以内のもの ４２７,０００円 

(７) 建築物の延べ面積が２５,０００平方メートルを超えるもの  

４９１,０００円 

 

に改め、同部５８の項額の欄を次のように改める。 

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額は、次の１及び２に

掲げる区分に応じて、次に掲げる額（複合建築物（住宅部分（法第１１条

第１項の住宅部分をいう。以下同じ。）と非住宅部分（法第１１条第１項



の非住宅部分をいう。以下同じ。）とを含む建築物をいう。以下同じ。）

の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住

者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部

分として取り扱い、法第１１条第１項に規定する特定建築行為に該当する

増築又は改築（法附則第３条第１項の規定が適用される特定増改築を除

く。）を行う場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じ

て算出した額とする。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律施行令（平成２８年政令第８号）第４条第１項に規定する内部に間仕

切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時

外気に開放された開口部の面積の合計の割合が２０分の１以上であるもの

に該当する部分を有する建築物については、当該部分を含む非住宅部分の

床面積の合計により算出した額とする。以下５９及び６３の項において同

じ。）（法第３４条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の

建築物（同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。）について、当該

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建

築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の

手数料の額は、次の１に掲げる区分に応じて、次に掲げる額とする。） (建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 (平成２８年経済産業省令・国

土交通省令第１号。以下「省令」という。 )第１条第１項第１号ただし書に

規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認

める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有するこ

とが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数

料の額は、標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネル

ギー消費量を用いて評価する方法をいう。以下この項、５９、６２及び６

３の項において同じ。)による場合とみなして算出した額とする。 ) 

１ 非住宅部分の用途が工場等（工場、危険物の貯蔵又は処理に供するも

の、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、

汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下５９及び６３の

項において同じ。）のみの場合 

一 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１,０００平方

メートル未満のもの １６,７００円 

二 当該部分の床面積の合計が１ ,０００方メートル以上２,０００平方

メートル未満のもの ２７,１００円 

三 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,０００平

方メートル未満のもの ８０,４００円 

四 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１０ ,０００

平方メートル未満のもの １２８,０００円 

五 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５ ,００

０平方メートル未満のもの １６１,０００円 

六 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のもの 

２０１,０００円 

２ １以外の非住宅部分（非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建

築物の場合を含む。以下５９及び６３の項において同じ。）の場合 

一 モデル建物法(省令第１条第１項第１号イの一次エネルギー消費量

(以下「一次エネルギー消費量」という。 )の算出に用いるべき標準的

な建築物を用いて評価する方法をいう。以下５９、６２及び６３の項

において同じ。)による場合 

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,０００

平方メートル未満のもの １１０,７００円 

(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの １４５,７００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０



００平方メートル未満のもの ２３５,７００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,

０００平方メートル未満のもの ３０９,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ３７１,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のも

の ４３５,０００円 

二 標準入力法等による場合 

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,０００

平方メートル未満のもの ２８４,４００円 

(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの ３６７,１００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０

００平方メートル未満のもの ５２３,７００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,

０００平方メートル未満のもの ６４６,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ７６３,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のも

の ８７１,０００円 

同部５９の項額の欄を次のように改める。 

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定申請手数料の額は、次の１及び２に掲げる区分に応じて、次

に掲げる額（法第３４条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合の

当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物について

、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物にお

ける建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う

場合の手数料の額は、次の１に掲げる区分に応じて、次に掲げる額とする

。）（省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネル

ギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が

備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性

能適合性判定手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算出した

額とする。） 

１ 非住宅部分の用途が工場等のみの場合  

一 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,０００平方

メートル未満のもの １１,８００円 

二 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,０００平

方メートル未満のもの １９,１００円 

三 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,０００平

方メートル未満のもの ５６,４００円 

四 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,０００

平方メートル未満のもの ９０,０００円 

五 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５ ,００

０平方メートル未満のもの １１３,０００円 

六 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のもの 

１４１,０００円 

２ １以外の非住宅部分の場合  

一 モデル建物法による場合  

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,０００

平方メートル未満のもの ７７,６００円 



(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの １０２,１００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０

００平方メートル未満のもの １６５,１００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,

０００平方メートル未満のもの ２１６,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５

,０００平方メートル未満のもの  ２６０,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のも

の ３０５,０００円 

二 標準入力法等による場合  

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１,０００

平方メートル未満のもの １９９,２００円 

(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの ２５７,１００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０

００平方メートル未満のもの ３６６,７００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,

０００平方メートル未満のもの ４５３,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５

,０００平方メートル未満のもの  ５３５,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のも

の ６１０,０００円 

別表第２の４建築の部６０の項事務の欄中「第３０条第１項」

を「第３５条第１項」に改め、同項額の欄中「第３０条第２項」

を「第３５条第２項」に、「第２９条第３項各号」を「第３４条

第３項各号」に改め、「加算しない。）」の次に「（省令第１条

第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費

性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が

備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、

省令第１０条第１号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギ

ー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅

部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために

誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合

における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額

は、標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エ

ネルギー消費量及び省令第１０条第１号イ (１)の屋内周囲空間



」 

 

「  

を 

 

「  

「 

 

「  

」 

 

「  

「 

 

「  

「 

 

「  

の年間熱負荷（以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。）を

用いて評価する方法をいう。以下この項及び６１の項において同

じ。 )による場合とみなして算出した額とする。）」を加え、

「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に、 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２ ,００

０平方メートル未満のもの ２７,１００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ８０,４００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの １２８,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １６１,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ２０１,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの １６,７００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,

０００平方メートル未満のもの ２７,１００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ８０,４００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの １２８,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １６１,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ２０１,０００円 

 

に、「省令第１０条第１号イ (１)に規定する屋内周囲空間の年

間熱負荷 (以下「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。 )」を

「屋内周囲空間の年間熱負荷」に、 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

２,０００平方メートル未満のもの １４５,７００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ２３５,７００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以



」 

 

「  

を 

 

「  

「 

 

「  

」 

 

「  

に、 

 

「  

「 

 

「  

」 

 

「  
「 

 

「  

を 

 

「  

上１０,０００平方メートル未満のもの ３０９,０００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ３７１,０００

円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ４３５,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１,０００平方メートル未満のもの １１０,７００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以

上２,０００平方メートル未満のもの １４５,７００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ２３５,７００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ３０９,０００円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ３７１,０００

円 

(ト) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ４３５,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

２,０００平方メートル未満のもの ３６７,１００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ５２３,７００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ６４６,０００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ７６３,０００

円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ８７１,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１,０００平方メートル未満のもの ２８４,４００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以

上２,０００平方メートル未満のもの ３６７,１００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ５２３,７００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ６４６,０００円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル
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」 

 

「  

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ７６３,０００

円 

(ト) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ８７１,０００円 

 

に改め、同部６１の項事務の欄中「第３１条第１項」を「第３６

条第１項」に改め、同項額の欄中「第３１条第２項の規定におい

て準用する法第３０条第２項」を「第３６条第２項の規定におい

て準用する法第３５条第２項」に、「第２９条第３項各号」を

「第３４条第３項各号」に改め、「加算しない。）」の次に

「（省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣が

エネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によっ

て非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確

かめられ、かつ、省令第１０条第１号ただし書に規定する国土交

通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方

法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一

層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが

確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変

更認定申請手数料の額は、標準入力法等による場合とみなして算

出した額とする。）」を加え、「第３０条第１項各号」を「第３

５条第１項各号」に、 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２ ,００

０平方メートル未満のもの １９,１００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ５６,４００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ９０,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １１３,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの １４１,０００円 
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ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの １１,８００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,

０００平方メートル未満のもの １９,１００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ５６,４００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ９０,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １１３,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの １４１,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

２,０００平方メートル未満のもの １０２,１００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの １６５,１００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ２１６,０００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ２６０,０００

円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ３０５,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１,０００平方メートル未満のもの ７７,６００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以

上２,０００平方メートル未満のもの １０２,１００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの １６５,１００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ２１６,０００円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ２６０,０００

円 

(ト) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ３０５,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上
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２,０００平方メートル未満のもの ２５７,１００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ３６６,７００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ４５３,０００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ５３５,０００

円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ６１０,０００円 

 

 

(ロ) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上

１,０００平方メートル未満のもの １９９,２００円 

(ハ) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以

上２,０００平方メートル未満のもの ２５７,１００円 

(ニ) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以

上５,０００平方メートル未満のもの ３６６,７００円 

(ホ) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以

上１０,０００平方メートル未満のもの ４５３,０００円 

(ヘ) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル

以上２５,０００平方メートル未満のもの  ５３５,０００

円 

(ト) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル

以上のもの ６１０,０００円 

 

に改め、同部６２の項事務の欄中「第３６条第１項」を「第４１

条第１項」に改め、同項額の欄中「手数料の額は、当該共用部分

の額は加算しない。）」の次に「（省令第１条第１項第１号ただ

し書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価

できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネル

ギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エ

ネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、

標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。)」を加 

え、 

 

(二) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２ ,００

０平方メートル未満のもの ２７,１００円 
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(三) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ８０,４００円 

(四) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの １２８,０００円 

(五) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １６１,０００円 

(六) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ２０１,０００円 

 

 

(二) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの １６,７００円 

(三) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,

０００平方メートル未満のもの ２７,１００円 

(四) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ８０,４００円 

(五) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの １２８,０００円 

(六) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの １６１,０００円 

(七) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ２０１,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２ ,００

０平方メートル未満のもの １４５,７００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ２３５,７００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ３０９,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ３７１,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ４３５,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの １１０,７００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,

０００平方メートル未満のもの １４５,７００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ２３５,７００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ３０９,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２
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５,０００平方メートル未満のもの ３７１,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ４３５,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２ ,００

０平方メートル未満のもの ３６７,１００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ５２３,７００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ６４６,０００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ７６３,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ８７１,０００円 

 

 

ロ 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの ２８４,４００円 

ハ 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,

０００平方メートル未満のもの ３６７,１００円 

ニ 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,

０００平方メートル未満のもの ５２３,７００円 

ホ 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１

０,０００平方メートル未満のもの ６４６,０００円 

ヘ 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ７６３,０００円 

ト 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ８７１,０００円 

 

に改め、同部６３の項額の欄を次のように改める。 

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当している

ことの証明申請手数料の額は、次の１及び２に掲げる区分に応じて、次

に掲げる額（省令第１条第１項第１号ただし書に規定する国土交通大臣

がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非

住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた

場合における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に

該当していることの証明手数料の額は、標準入力法等による場合とみな

して算出した額とする。）  

１ 非住宅部分の用途が工場等のみの場合  

一 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１,０００平方

メートル未満のもの １１,８００円 

二 当該部分の床面積の合計が１ ,０００平方メートル以上２ ,０００

平方メートル未満のもの １９,１００円 

三 当該部分の床面積の合計が２ ,０００平方メートル以上５ ,０００



平方メートル未満のもの ５６,４００円 

四 当該部分の床面積の合計が５ ,０００平方メートル以上１０ ,００

０平方メートル未満のもの ９０,０００円 

五 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５ ,０

００平方メートル未満のもの １１３,０００円 

六 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のもの 

１４１,０００円 

２ １以外の非住宅部分の場合  

一 モデル建物法による場合  

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの ７７,６００円 

(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの １０２,１００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０

００平方メートル未満のもの １６５,１００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０,

０００平方メートル未満のもの ２１６,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ２６０,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ３０５,０００円 

二 標準入力法等による場合  

(１) 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１ ,００

０平方メートル未満のもの １９９,２００円 

(２) 当該部分の床面積の合計が１,０００平方メートル以上２ ,０

００平方メートル未満のもの ２５７,１００円 

(３) 当該部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５ ,０

００平方メートル未満のもの ３６６,７００円 

(４) 当該部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０ ,

０００平方メートル未満のもの ４５３,０００円 

(５) 当該部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２

５,０００平方メートル未満のもの ５３５,０００円 

(６) 当該部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上の

もの ６１０,０００円 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る日から施行する。 

(１) 別表第２の４建築の部の改正規定 令和３年４月１日 

(２) 別表第２の２保健衛生の部の改正規定（次号の規定を

除く。）及び次項の規定 令和３年６月１日 

(３) 別表第２の２保健衛生の部第６０の項、第６２の項、

第６４の項及び第６６の３の項から第６６の５の項までの改



正規定 令和３年８月１日 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に食品衛生法等の一部を改正する法

律（平成３０年法律第４６号）による改正前の食品衛生法（昭

和２２年法律第２３３号）第５２条第１項の許可を受けて次の

表の第１欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営

業を継続するために同表の第２欄に掲げる営業に係る食品衛生

法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法（以下

「新食品衛生法」という。）第５５条第１項の許可の申請を行

う場合は、当該申請に係る手数料に関する別表第２の２保健衛

生の部の改正規定による改正後の東京都台東区手数料条例（以

下「新条例」という。）別表の規定の適用に当たっては、次の

表の第３欄に掲げる規定中同表の第４欄に掲げる字句は、同表

の第５欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

飲 食 店 （ 移

動 飲 食 店 又

は 臨 時 飲 食

店を除く。 )

営業 

飲食店（移動

飲食店又は臨

時飲食店を除

く。）営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

１８,３００円 ８,９００円 

そうざい製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３０の項 

２５,２００円 ８,９００円 

調理の機能を

有する自動販

売機により食

品を調理し、

調理された食

品を販売する

営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

７の項 

７,２００円 ５,１００円 

移 動 飲 食 店

営 業 又 は 臨

時 飲 食 店 営

業 

移動飲食店営

業又は臨時飲

食店営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

５,６００円 ２,７００円 

喫茶店営業 飲食店（移動

飲食店又は臨

時飲食店を除

く。）営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

１８,３００円 ５,７００円 



調理の機能を

有する自動販

売機により食

品を調理し、

調理された食

品を販売する

営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

７の項 

７,２００円 ５,１００円 

菓 子 製 造 業

（ 移 動 菓 子

製 造 業 又 は

臨 時 菓 子 製

造 業 を 除

く。） 

飲食店（移動

飲食店又は臨

時飲食店を除

く。）営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

１８,３００円 ８,４００円 

菓子製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

１６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

菓 子 製 造 業

（ 移 動 菓 子

製 造 業 又 は

臨 時 菓 子 製

造 業 に 限

る。） 

移動飲食店営

業又は臨時飲

食店営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

５,６００円 ２,７００円 

あ ん 類 製 造

業 

菓子製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

１６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

ア イ ス ク リ

ー ム 類 製 造

業 

飲食店（移動

飲食店又は臨

時飲食店を除

く。）営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

１８,３００円 ８,４００円 

アイスクリー

ム類製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１７の項 

１６,８００円 ８,４００円 

乳処理業 乳処理業 別表第２

の２保健

衛生の部

１２の項 

２５,２００円 １２,６００円 

特 別 牛 乳 搾

取処理業 

特別牛乳搾取

処理業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１３の項 

２５,２００円 １２,６００円 

乳 製 品 製 造

業 

乳製品製造業 別表第２

の２保健

２５,２００円 １２,６００円 



衛生の部

１８の項 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

集乳業 集乳業 別表第２

の２保健

衛生の部

１１の項 

１１,５００円 ５,７００円 

食肉処理業 食肉処理業 別表第２

の２保健

衛生の部

１４の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食肉販売業 食肉販売業 別表第２

の２保健

衛生の部

８の項 

１１,５００円 ５,７００円 

食 肉 製 品 製

造業 

食肉製品製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２０の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

魚 介 類 販 売

業 

飲食店（移動

飲食店又は臨

時飲食店を除

く。）営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

６の項 

１８,３００円 ５,７００円 

魚介類販売業 別表第２

の２保健

衛生の部

９の項 

１１,５００円 ５,７００円 

魚 介 類 競 り

売り営業 

魚介類競り売

り営業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１０の項 

２５,２００円 １２,６００円 

魚 肉 練 り 製

品製造業 

水産製品製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２１の項 

１９,２００円 ９,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食 品 の 冷 凍

又は冷蔵業 

冷凍食品製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３２の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食品の小分け 別表第２ １６,８００円 ８,４００円 



業 の２保健

衛生の部

３６の項 

食 品 の 放 射

線照射業 

食品の放射線

照射業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１５の項 

２５,２００円 １２,６００円 

清 涼 飲 料 水

製造業 

清涼飲料水製

造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１９の項 

２５,２００円 １２,６００円 

乳 酸 菌 飲 料

製造業 

乳処理業 別表第２

の２保健

衛生の部

１２の項 

２５,２００円 ８,４００円 

乳製品製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

１８の項 

２５,２００円 ８,４００円 

清涼飲料水製

造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１９の項 

２５,２００円 ８,４００円 

氷雪製造業 氷雪製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２２の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食 用 油 脂 製

造業 

食用油脂製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２４の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

マ ー ガ リ ン

又 は シ ョ ー

ト ニ ン グ 製

造業 

食用油脂製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２４の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

みそ製造業 みそ又はしょ

うゆ製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２５の項 

１９,２００円 ９,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 



し ょ う ゆ 製

造業 

みそ又はしょ

うゆ製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２５の項 

１９,２００円 ９,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

ソ ー ス 類 製

造業 

密封包装食品

製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３５の項 

１９,２００円 ９,６００円 

酒類製造業 酒類製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２６の項 

１９,２００円 ９,６００円 

豆腐製造業 豆腐製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２７の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

納豆製造業 納豆製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２８の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

麺類製造業 麺類製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２９の項 

１６,８００円 ８,４００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

そ う ざ い 製

造業 

そうざい製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３０の項 

２５,２００円 １２,６００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ８,４００円 

缶 詰 又 は 瓶

詰 食 品 製 造

業 

密封包装食品

製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

１９,２００円 ９,６００円 



３５の項 

添 加 物 製 造

業 

添加物製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

３７の項 

２５,２００円 １２,６００円 

３ この条例の施行の際、現に東京都食品製造業等取締条例を廃

止する条例（令和２年東京都条例第７１号）による廃止前の食

品製造業等取締条例（昭和２８年東京都条例第１１１号）第７

条の許可を受けて次の表の第１欄に掲げる営業を行っている者

が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第２欄に掲げ

る営業に係る新食品衛生法第５５条第１項の許可の申請を行う

場合は、当該申請に係る手数料に関する新条例の適用に当たっ

ては、同表の第３欄に掲げる規定中同表の第４欄に掲げる字句

は、同表の第５欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

つ け 物 製 造

業 

漬物製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

３４の項 

１３,２００円 ７,８００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ７,８００円 

そ う 菜 半 製

品等製造業 

そうざい製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３０の項 

２５,２００円 ７,８００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ７,８００円 

調 味 料 等 製

造業 

密封包装食品

製造業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３５の項 

１９,２００円 ７,８００円 

魚 介 類 加 工

業 

水産製品製造

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

２１の項 

１９,２００円 ７,８００円 

食品の小分け

業 

別表第２

の２保健

衛生の部

３６の項 

１６,８００円 ７,８００円 



液卵製造業 液卵製造業 別表第２

の２保健

衛生の部

２３の項 

１３,２００円 ７,８００円 

 


